
その他のご意見の内容は、現状の条文素案で

対応可能であると判断しました。 

具体例については、ガイドブックを作成して

周知します。また、実現に向けた取り組み等

についてアクションプランを作成します。 





誰もが基本的人権をもちます。 

子どもの権利には、成長過程にある子どもたち

に対する保護や配慮の視点が必要です。 



第２章は子どもが主体です！ 

子どもがもつ権利について書いてあります。 



第３章は、子どもの権利を保障するための 

大人の役割について書いてあります。 





第４章は、南砺市で暮らす子どもと大人を支える 

環境づくりについて書いてあります。 

第３・４章は子どもの権利を守り、権利侵害を

予防するために大切なことが書かれています。

第５章では、困ったことが起きた時に、相談で

き、助けてもらえることを保障します。 

子どもの権利委員会の詳細については、現在検討中です。役割や

審議する事項、委員の構成、任期等について明記する予定です。 


